
あなたの周りで、

人権が侵害されて

いませんか？

あなたの職場や取引先で、こんなことがありませんか？

＜相談・通報の対象となる事例＞
 ビジネスと人権課題に関係し、国際人権章典などの国際行動規範、各国の国内規範等への

違反、もしくは違反が疑われる案件
 責任ある企業行動（企業の行動規範、調達基準や、人権・労働・環境等の国際基準の違反）
 先住民族、女性、民族的または種族的、宗教的、言語的少数者、子ども、障がい者、移住労

働者とその家族の権利に関する違反や差別

https://jacer-bhr.org/application/form.html

JaCERとは？

JaCERは、対話救済プラットフォームを通じて、ビジ
ネスと人権に関する問題事案の解決を支援しています。
JaCERは、正会員企業に関する人権侵害の通報を受け付
け、当該企業に連絡し、関係者間の対話と被害者の救
済を専門的な見地から助言、支援します。
通報が受付可能な正会員企業は、当機構ウェブサイト
をご確認ください。会員企業と取引関係のあるサプラ
イヤーの従業員・請負/派遣労働者・外国人技能実習生
や地域住民など、当事者や代理人も含め、幅広い関係
者からの通報を受け付けています。

一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構
設立年月：2022年6月
住所：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 大手センタービル

人権侵害の通報先

＊日本語、英語での通報を受け付けています。
＊お電話での通報・相談は受け付けておりません。

https://jacer-bhr.org/王子ホールディングスはJaCERの
正会員企業です。


